
年の途中で土地や家屋を売却した場合の固定資産
税はどうなるの？ 

固定資産税、都市計画税は毎年１月１日現在の所
有者に対して課税されます。
※年末に土地や家屋を売買したが、
年明けに登記をした場合、１月１日
現在の登記上の所有者は売主のまま
なので、売主の方に課税されます。

QQ

AA

新築後の減額期間

■
固
定
資
産
税
と
は

固
定
資
産（
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
）

に
か
か
る
税
金
で
す
。
毎
年
１
月
１
日
現

在
の
固
定
資
産
所
有
者
が
固
定
資
産
の
所

在
す
る
市
町
村
に
納
め
ま
す
。
福
祉
・
救

急
・
道
路
整
備
な
ど
、
暮
ら
し
に
関
わ
る

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
重
要

な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
都
市
計
画
税
と
は

都
市
計
画
事
業
や
土
地
区
画
整
理
事
業

な
ど
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
税

金
と
し
て
、
都
市
計
画
用
途
地
域
内
に
あ

る
土
地
・
家
屋
に
対
し
、
課
税
さ
れ
る
も

の
で
す
。

■
課
税
ま
で
の
流
れ

「
固
定
資
産
評
価
基
準
」に
基
づ
い
て
固

定
資
産
を
評
価
し
て
、
そ
の
価
格（
評
価

額
）を
決
定
し
、
評
価
額
を
基
に
課
税
標

準
額（
税
額
算
出
の
基
礎
と
な
る
額
）を
算

定
し
ま
す
。
算
出
し
た
課
税
標
準
額
に

税
率（
固
定
資
産
税
1.4
％
、
都
市
計
画
税

0.3
％
）を
乗
じ
た
額
が
税
額
と
な
り
ま
す
。

毎
年
４
月
に
、
税
額
な
ど
を
記
載
し
た

納
税
通
知
書
を
納
税
義
務
者（
１
月
１
日

現
在「
固
定
資
産
課
税
台
帳
」に
所
有
者
と

し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
人
）に
送
付
し
ま

す
。
共
有
の
資
産
に
つ
い
て
は
、
共
有
代

表
者
の
方
に
送
付
し
ま
す
。

※
評
価
額
は
原
則
と
し
て
３
年
に
１
度
見

直
す
こ
と
と
さ
れ
、
こ
れ
を「
評
価
替

え
」と
い
い
、
評
価
替
え
の
年
度
を「
基

準
年
度
」と
い
い
ま
す
。

※
市
内
に
同
一
人
物
が
所
有
す
る
固
定
資

産
の
そ
れ
ぞ
れ
の
課
税
標
準
額
の
合
計

額
が
、
免
税
点（
土
地
…
30
万
円
、
家

屋
…
20
万
円
、
償
却
資
産
…
１
５
０
万

円
）未
満
の
資
産
に
つ
い
て
は
課
税
さ

れ
な
い
た
め
、
通
知
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
住
宅
用
地
は
課
税
標
準
額
が
軽
減

さ
れ
ま
す

住
宅
用
地
に
か
か
る
税
額
は
、
そ
の
面

積
に
よ
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。
※
左
表
参
照

■
こ
ん
な
と
き
、
家
屋
の
固
定
資
産

税
が
減
額
さ
れ
ま
す

●
新
築
住
宅
を
建
て
た
と
き

要
件
に
よ
り
、
床

面
積
１
２
０
㎡
ま
で

を
限
度
に
、
固
定
資

産
税
が
一
定
期
間
２

分
の
１
に
減
額
さ
れ

ま
す
。

※
左
表
参
照

●
特
定
の
住
宅
改
修
工
事
を
行
っ
た
と
き

住
宅
改
修（
耐
震
改
修
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
改
修
、
省
エ
ネ
改
修
）工
事
を
行
っ

た
場
合
、
減
額
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

減
額
措
置
を
受
け
る
た
め
に
は
、
工
事
費

用
や
改
修
内
容
な
ど
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※原則として、複数の減額措置を同時に受け
ることはできませんが、バリアフリー改修
減額と省エネ改修減額の措置は、同時に受
けられます。

※減額措置を受ける場合は、原則として工
事完了後3カ月以内に、関係資料を添付の
上「固定資産税減額申告書」を税務課資産税
係に提出してください。

●都市計画事業とは…
交通施設（道路、駐車場など）、公

共空地（公園、緑地など）、上下水道、
電気・ガス供給施設、汚物処理場、
ごみ焼却場その他の供給施設または
処理施設などを指す都市計画施設の
整備に関する事業および市街地開発
事業のことです。

よくある質問にお答えします

住宅用地の地積 算定式

200㎡まで

固定資産税

評価額×1/6×1.4％

都市計画税

評価額×1/3×0.3％

200㎡を超え、
家屋床面積の　
10倍まで　

固定資産税

評価額×1/3×1.4％

都市計画税

評価額×2/3×0.3％

通常
３階建以上の
中高層耐火
住宅など

一般住宅 ３年度分 ５年度分

長期優良住宅 ５年度分 ７年度分

〈建物課税の場合〉
平成31年
１月１日

平成31年
４月

平成32年
４月

平成31年度分課税

平成31年度以降課税なし

平成32年度分課税

平成32年度分課税

平成30年度分課税平成30年10月
取り壊し

平成30年10月
新築

平成31年２月
新築

皆
さ
ん
が
納
め
て
い
る
税
金
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
良
く
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
大
切
な

お
金
で
す
。
今
回
は
、
市
税
の
約
半
分
を
占
め
る
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。

 

　

税
務
課
資
産
税
係
（
内
線
１
７
６
）

固
定
資
産
税

都
市
計
画
税

評価額 　を基に算定

×

税率
（固定資産税…1.4％）
（都市計画税…0.3％）

＝

税額

課税標準額

取り壊し

新築

新築

ご存知ですか？

ご存知ですか？　固定資産税・都市計画税ご存知ですか？　固定資産税・都市計画税

※減額措置を受ける場合は、新築した翌年の１
月31日までに、関係資料を添付の上「固定資
産税減額申告書」を税務課資産税係に提出して
ください。なお、新築調査時に調査員に提出
した方は、必要ありません。

QQ&AA
　　土地の課税地目が登記地目と違う場合があるの？

登記地目に関わらず、課税地目の認定は、１月１
日現在の土地の状況および利用目的により行います。
例えば、登記地目が原野である土地を造成し、太陽光
発電施設（ソーラーパネル）を設置して利用している場
合、課税地目は雑種地として認定します。土地の利用
状況を変更した場合は、早めに連絡ください。

Q
AA

償却資産ってなに？ 

会社や個人が行っている事業で使用する機械、器
具、備品、工具、構築物などを償却資産といいます。
償却資産は、１月１日時点の資産所有状況を毎年１月
31日までに償却資産が所在する市町村に申告する必要
があります。近年、太陽光発電施設（ソーラーパネル）
を設置するケースが増えてきまし
たが、これも個人事業扱いとなる
ため申告が必要です。

Q
AA

家屋を壊したらどうすればいいの？ 

課税されている家屋を取り壊した場合、翌年度
からその家屋には課税されません。随時調査はしてい
ますが、立地条件などから取り壊しの確認が困難な場
合は翌年度も課税されてしまうことがありますので、
家屋（一部を含む）を取り壊した場合
は連絡ください。なお、壊したこと
により、土地の固定資産税が増減
する場合があります。

Q
AA

case

１
case

２
case

３

報
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情
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